
造林補助事業で植栽、下刈り、間伐等の施

業を行い、補助金を受け取っている場合、

※補助事業が完了した翌年度から起算して５

年間は事業地を した

り、 することはできません。
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H30 H34

Ｈ３０．４ Ｈ３５．３

補助金受領

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度

伐採できません！！

詳しくは・・・

十勝総合振興局産業振興部林務課森林整備係
〒０８０－８５８８ 帯広市東３条南３丁目
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